
議案第１８号 

東京都板橋区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

令和４年３月３０日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則 

 東京都板橋区立幼稚園条例施行規則（昭和４７年板橋区教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

（預かり保育利用等の手続） 

第５条の２ 条例第４条第２項の預かり保育を利用しようとする保護者

は、別に定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の申請書の提出を受けた場合において、預かり

保育利用を承認したときは、その旨を保護者に通知する。 

３ 教育委員会は、条例第４条第２項に規定する預かり保育利用料の額

を決定したとき、又は預かり保育利用料の額を変更した場合は、預か

り保育利用料決定・変更通知書（別記第５号様式）により保護者に通

知する。 

第６条の見出し中「及び保育料」を「等」に改め、同条第３項中「ま

たは」を「又は」に、「月分は」を「月分の保育料を」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 預かり保育利用料は、預かり保育を利用しようとする日の１月前の

日の属する月までに納入しなければならない。ただし、本文の規定に

かかわらず、４月分の預かり保育利用料を納入する場合にあつては、

同月中に納入するものとする。 

 第７条各号列記以外の部分中「及び保育料」を「、保育料及び預かり

保育利用料」に改め、同条第１号中「または」を「又は」に改める。 

 第８条の見出し中「保育料」の次に「及び預かり保育利用料」を加え、



同条第１項各号列記以外の部分中「保育料」の次に「及び預かり保育利

用料」を加え、「または」を「又は」に改め、同項第３号中「至った」

を「至つた」に改め、同条第２項中「保育料の減免」を「保育料及び預

かり保育利用料の減免」に、「保育料減額・免除申請書」を「保育料等

減額・免除申請書」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定による申請があつたときは、教育委員会は、保育料及び

預かり保育利用料の減免の適否を決定し、保育料等減額・免除決定通

知書（別記第６号様式）により申請者に通知する。 

 別記第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



別記第４号様式の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  付 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前に

おいても行うことができる。 

 

（提案理由） 

  令和４年度から区立幼稚園で預かり保育を開始することに伴い、預

かり保育の利用手続、預かり保育利用料等に係る規定を加えるほか、

所要の規定整備をする必要がある。 
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東京都板橋区立幼稚園条例施行規則 （新旧対照表） 

 

改正案 現行 

第１条～第５条 （略） 

 

（預かり保育利用等の手続） 

第５条の２ 条例第４条第２項の預かり保育を利用しようとする保護者は、 

別に定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の申請書の提出を受けた場合において、預かり保

育利用を承認したときは、その旨を保護者に通知する。 

３ 教育委員会は、条例第４条第２項に規定する預かり保育利用料の額を 

決定したとき、又は預かり保育利用料の額を変更した場合は、預かり保 

育利用料決定・変更通知書（別記第５号様式）により保護者に通知する。 

 

（入園料等の納付） 

第６条 入園料は入園手続きのときに納入しなければならない。 

２ 保育料は、園児の出欠の日数にかかわらず年額の12分の１に相当する

額を、毎月５日までに納入しなければならない。 

３ 預かり保育利用料は、預かり保育を利用しようとする日の１月前の日

の属する月までに納入しなければならない。ただし、本文の規定にかか

わらず、４月分の預かり保育利用料を納入する場合にあつては、同月中

に納入するものとする。 

４ 年度の途中で入園又は退園したときは、その日の属する月分の保育料

を納入しなければならない。 

 

（入園料等の還付） 

第７条 条例第４条第３項ただし書の規定により既納の入園料、保育料及

び預かり保育利用料を還付できる場合は、次のとおりとする。 

(１) 災害又は区の責に帰する理由により長期間授業を行なうことがで

第１条～第５条 （略） 

 

 

本条追加 

 

 

 

 

 

 

 

（入園料及び保育料の納付） 

第６条 入園料は入園手続きのときに納入しなければならない。 

２ 保育料は、園児の出欠の日数にかかわらず年額の12分の１に相当する

額を、毎月５日までに納入しなければならない。 

本項追加 

 

 

 

３ 年度の途中で入園または退園したときは、その日の属する月分は   

     納入しなければならない。 

 

（入園料等の還付） 

第７条 条例第４条第３項ただし書の規定により既納の入園料及び保育料

を還付できる場合は、次のとおりとする。 

(１) 災害または区の責に帰する理由により長期間授業を行なうことが
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きなかつたとき。 

(２) その他教育委員会が適当と認めたとき。 

 

（保育料及び預かり保育利用料の減免） 

第８条 条例第５条の規定により保育料及び預かり保育利用料を減額し、

又は免除できる場合は、次のとおりとする。 

(１)～（２）（略） 

(３) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援を受けるに至

つたとき。 

（４）（略） 

２ 前項の規定により保育料及び預かり保育利用料の減免を受けようとす

る者は、保育料等減額・免除申請書（別記第３号様式）を園長を経て教

育委員会に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申請があつたときは、教育委員会は、保育料及び預

かり保育利用料の減免の適否を決定し、保育料等減額・免除決定通知書

（別記第６号様式）により申請者に通知する。 

 

付 則 （略） 

 

付 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、  

公布の日から施行する。 

２ この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前にお 

いても行うことができる。 

 

できなかつたとき。 

 (２) その他教育委員会が適当と認めたとき。 

 

（保育料          の減免） 

第８条 条例第５条の規定により保育料          を減額し、

または免除できる場合は、次のとおりとする。   

(１)～（２）（略） 

(３) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援を受けるに至

ったとき。 

（４）（略） 

２ 前項の規定により保育料          の減免を受けようとす

る者は、保育料 減額・免除申請書（別記第３号様式）を園長を経て教

育委員会に提出しなければならない。 

本項追加 

 

 

 

付 則 （略） 

 

付則追加 

 

 

 

 

様式 
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改正案 現行 
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（新設） 
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（新設） 

 



 

令和４年３月３０日 

教 育 委 員 会 資 料 

教育委員会事務局学務課 

 

 

東京都板橋区立幼稚園条例施行規則の一部改正概要（案） 

 

 令和４年度から板橋区立高島幼稚園で預かり保育を開始することに伴い、「東京都板橋

区立幼稚園条例施行規則（以下、「規則」という）」を一部改正する。 

 

１ 改正概要 

（１）規則第５条の２に預かり保育利用等の手続きについて規定する。 

（２）規則第６条～第８条に預かり保育利用料の文言を規定する。 

 （３）規則第６条に預かり保育利用料の納付について規定する。 

 （４）規則第８条第３項に保育料等の減免決定について規定する。 

 （５）第３号様式の表題等を変更し、第５号様式及び第６号様式を新設する。 

 

２ 施行期日等 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、この規則を施行するために必

要な準備行為は、公布の日から施行する。 

 

 

 


